
 

京 都 大 学 事 務 組 織 規 程 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 

附 則（平成２５年達示第９号） 

１ この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

ただし、第１２条を削除する規定中第１４項を削除

する規定は、平成２５年７月１日から施行する。 

２ 改正後の第８条の規定は、平成２６年３月３１日

限り、その効力を失う。 

 

 

 
別表１（第４条関係） 

部・室 課・室 

総務部 総務課 

企画課 

事務改革推進室 

人事課 

人材育成室 

法務・コンプライアンス課 

（略） 

研究国際部 研究推進課 

産官学連携課 

国際交流課 

留学生課 

（略） 

 
別表２（第５条及び第６条関係） 
１ 共通

事務部 

２ 課・セ

ンター 

３ 部局 ４ 部局

事務部･

事務室 

５ 課・室

（略） 

本部構内

（理系）

共通事務

部 

総務課 

経理課 

（略） 

女性研究

者支援セ

ンター 

女性研究

者支援セ

ンター事

務室 

― 

（略） 

（略） 

南西地区

共通事務

部 

総務課 

管理課 

経理課 

（略） 

アジア･

アフリカ

地域研究

研究科 

東南アジ

ア研究所 

地域研究

統合情報

センター 

東南アジ

ア研究所

等事務部 

― 

 

附 則（平成２５年達示第９号） 

１ （同 左） 

 

 

２ 改正後の第８条の規定は、平成２７年３月３１日

限り、その効力を失う。 

附 則 
 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

 
別表１（第４条関係） 

部・室 課・室 

総務部 総務課 

企画課 

事務改革推進室 

人事課 

 

法務・コンプライアンス課 

（同 左） 

研究国際部 研究推進課 

産官学連携課 

国際企画課 

国際学生交流課 

（同 左） 

 
別表２（第５条及び第６条関係） 
１ 共通

事務部 

２ 課･セ

ンター 

３ 部局 ４ 部局

事務部･

事務室 

５ 課・室

（同 左） 

本部構内

（理系）

共通事務

部 

総務課 

経理課 

（同 左） 

男女共同

参画推進

本部 

男女共同

参画推進

本部事務

室 

― 

（同 左） 

（同 左） 

南西地区

共通事務

部 

総務課 

管理課 

経理課 

（同 左） 

アジア･

アフリカ

地域研究

研究科 

東南アジ

ア研究所 

地域研究

統合情報

センター 

東南アジ

ア研究所

等事務部 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 



 

改   正   前 改   正   後 
アフリカ

地域研究

資料セン

ター 

 

 

 

（略） 

iPS細胞

研究所 

iPS細胞

研究所事

務部 

― 

こころの

未来研究

センター 

こころの

未来研究

センター

事務室 

― 

北部構内

共通事務

部 

総務課 

経理課 

施設安全

課 

研究支援

課 

 

 

（略） 

（略） 

宇治地区

事務部 

総務課 

経理課 

研究協力

課 

施設環境

課 

化学研究

所 

 

― ― 

エネルギ

ー理工学

研究所 

 

― 

生存圏研

究所 

生存圏研

究所事務

部 

防災研究

所 

― 

（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アフリカ

地域研究

資料セン

ター 

こころの

未来研究

センター 

（同 左） 

iPS細胞

研究所 

iPS細胞

研究所事

務部 

― 

  

 

 

 

 

北部構内

事務部 

総務課 

経理課 

施設安全

課 

研究支援

課 

教務・図

書課 

（同 左） 

（同 左） 

宇治地区

事務部 

総務課 

経理課 

研究協力

課 

施設環境

課 

化学研究

所 

 

化学研究

所事務部 

― 

エネルギ

ー理工学

研究所 

エネルギ

ー理工学

研究所事

務部 

 

（同 左） 

 

防災研究

所 

防災研究

所事務部 

（同 左） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

改   正   前 改   正   後 
別表３（第８条関係） 
１ 事務

組織 

２ 特命事項 ３ 設置組

織・職 

４ 必要事項

を定める者 

総務部 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 総務部長 

事務組織改

革に係る事

務について、

総務部長を

助け、及び整

理すること。 

 

事務組織改

革担当課長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学務部 学生の課外

活動及び厚

生事業に係

る事務につ

いて、学務部

長を助け、及

び整理する

こと。 

課外活動・厚

生担当課長 

学務部長 

   

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

本部構内

（文系）

共通事務

部 

当該構内に

おける図書

事務の改革

について、当

該共通事務

部長を助け、

及び整理す

図書担当課

長 

本部構内（文

系）共通事務

部長 

別表３（第８条関係） 
１ 事務

組織 

２ 特命事項 ３ 設置組

織・職 

４ 必要事項

を定める者 

総務部 （同 左） 総務部長 

事務組織改

革に係る事

務について、

総務部長を

助け、及び整

理すること。

事務組織改

革担当課長 

 

 

 

 

 

 

 

職員の労務

管理に係る

事務に関し、

人事課長を

助け、及び管

理すること。

人事課労務

管理室長 

総務部人事

課長 

医学研究科

及び医学部

附属病院に

係る人事事

務に関し、人

事課長を助

け、及び管理

すること。 

人事課医学･

病院人事事

務室長 

 

 

 

 

学務部 学生の課外

活動及び厚

生事業に係

る事務につ

いて、学務部

長を助け、及

び整理する

こと。 

課外活動・厚

生担当課長 

学務部長 

研究国際

部 
 
 
 

国際交流の

推進に係る

事務に関し、

国際企画課

長を助け、及

び整理する

こと。 

国際企画課

国際交流推

進室長 

研究国際部

国際企画課

長 

（同 左） 

本部構内

（文系）

共通事務

部 

当該構内に

おける図書

事務の改革

について、当

該共通事務

部長を助け、

及び整理す

図書担当課

長 

本部構内（文

系）共通事務

部長 

 

 

  



 

改   正   前 改   正   後 
ること。 

北部構内

共通事務

部 

当該構内に

おける教務

事務の改革

について、当

該共通事務

部長を助け、

及び整理す

ること。 

教務事務改

革室長 

北部構内共

通事務部長 

（略） 

 
別表４（第１４条関係） 

部局 事務組織 

（略） 

女性研究者支援

センター 

研究国際部研究推進課 

白眉センター 研究国際部研究推進課 

こころの未来研

究センター 

教育学研究科事務部 

 

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（同 左） 

 
別表４（第１４条関係） 

部局 事務組織 

（同 左） 

男女共同参画推

進本部 

総務部人事課 

白眉センター 研究国際部研究推進課 

 

 


